
�������������������原
文

●�
律
曰
毋
敢�事�
典
居
旬
于
官
府
毋
令
士
五
爲
吏
養
〓

馬
毋
令
典
老
行
書
令
居
貲
責
司
寇
隸
臣
妾��������

行
書

����������
校
訂
文

●�(
徭)

律
曰
、
毋
敢�事(
使)�(
假)

典
居
旬
于
官
府

[

一]

。
毋
令
士
五

(

伍)

爲
吏
養
・
養
馬

[

二]

。
毋
令
典
・
老
行
書

[

三]

。
令
居
貲
責

(

債)

・
司
寇
・
隸
臣
妾
行
書
。

注
釈

[

一

]�
典
〜
官
府

[

整
理
小
組]

(｢�(
假)｣

は)

代
理
の
こ
と
。
睡
虎
地
秦
簡

｢

除
吏
律｣

(

訳
者
注�｢
秦
律
雑
抄｣

第
三
二
九
簡)

に

｢

有
興
、
除
守
嗇
夫
、�(
假)

佐
居
守
者
…
…｣

と
あ
る
。[

案]

い
わ
ゆ
る

｢

假
官｣

は
、
通
説
で
は
代
理
・
兼
職
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
官
吏

の
試
用
期
間

(

高
二
〇
〇
〇
・
一
九
三
〜
一
九
四
頁
、
王
偉
二
〇
一
七
・
六
五
〜
六
六
頁)

、
任
務
の
必
要
に
応
じ
て
身
分
を
他
の
官
吏
に
貸
し
与

え
る
意

(

高
一
九
八
一
・
一
九
三
〜
一
九
六
頁)

、
一
定
期
間
真
官
と
同
様
の
職
能
と
権
威
を
持
つ
が
、
自
身
の
官
よ
り
高
い
官
の
代
理
と
な
っ
て

も
官
秩
自
体
は
変
化
し
な
い
と
す
る
諸
説
が
あ
る

(

王
偉
二
〇
一
七
・
七
七
、
七
九
頁)
。
里
耶
秦
簡
で
は

｢

丞
相
假
史

(�����
等)｣

｢

假
御
史

(�����������������)｣
｢

假
守

(

仮
郡
守)

(�����
等)｣

｢

假
守
丞

(�����������������)｣
｢

假
尉

(

仮
郡
尉)

(���
等)｣

｢

假
屬

(������)｣
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岳
麓
書
院
蔵
秦
簡

｢

秦
律
令

(

壹)｣

徭
律
訳
注

(

二)

小

林

文

治



｢

假
卒
史

(����
等)｣

｢

假
令
史

(�����
等)｣

｢

假
令
佐

(������)｣
｢

將
計
假
丞

(���)｣
｢

假
畜
官

(�����)｣
｢

假
少
内

(��������������
����

等)｣
｢

假
倉

(�����
等)

｢

假
校
長

(�����
等)｣

｢

假
舍
人

(�������｣

が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、｢

假
典｣

は
用
例
が
な
い
た
め
、
京
大

班
は
誤
字
の
可
能
性
を
指
摘
す
る

(

京
大
二
〇
一
八
・
五
三
頁)

。｢

居
于
官
府｣

と
い
う
文
言
は

｢

居
官
府｣

と
も
表
記
さ
れ
、
出
土
文
字
資
料
に

散
見
。
石
岡
浩
氏
は

｢

居
官
府｣

を
過
酷
な
労
働
を
免
除
さ
れ
官
府
で
労
働
を
行
う
優
遇
措
置
と
す
る

(

石
岡
一
九
九
七
・
八
、
一
一
頁)

。

[

二

]
吏
養
養
馬

[

案]
｢

養｣

は
炊
事
係
。
主
に
隷
臣
等
が
就
く

(

工
藤
二
〇
一
八
・
一
二
〇
頁)

。
里
耶
秦
簡
に
も

｢

諸
徒
隸
當
爲
吏
僕
・

養
者

(�����������������)｣
と
い
う
文
言
や
、
い
わ
ゆ
る

｢

徒
簿｣

に
は
隷
臣
等
が
養
に
就
い
て
い
る
例
が
見
え
る
。｢

養
馬｣

は
馬
の
世
話

を
す
る
者
。｢

秦
律
十
八
種｣

金
布
律
第
一
三
九
〜
一
四
二
簡
に

｢

都
官
有
秩
吏
及
離
官
嗇
夫
、
養
各
一
人
、
其
佐
・
史
與
共
養
。
十
人
、
車
牛
一

兩

(

輛)

、
見
牛
者
一
人
。
都
官
之
佐
・
史
冗
者
、
十
人
、
養
一
人
。
十
五
人
、
車
牛
一
兩

(

輌)

、
見
牛
者
一
人
。
不
盈
十
人
者
、
各
與
其
官
長
共

養
・
車
牛
、
都
官
佐
・
史
不
盈
十
五
人
者
、
七
人
以
上
鼠

(

予)

車
牛
・
僕
、
不
盈
七
人
者
、
三
人
以
上
鼠

(

予)

養
一
人
。
小
官
毋

(

無)

嗇
夫

者
、
以
此
鼠

(

予)

僕
・
車
牛｣
と
あ
り
、
都
官
の
有
秩
吏
及
び
離
官
嗇
夫
に
は
一
人
、
直
属
の
佐
史
は
上
司
と
養
を
共
有
、
都
官
の
冗
の
佐
史
は

一
〇
人
ご
と
に
養
一
人
、
一
〇
人
未
満
で
あ
れ
ば
官
長
と
養
を
共
有
、
都
官
の
佐
史
が
七
人
未
満
〜
三
人
以
上
で
あ
れ
ば
養
一
人
を
付
け
る
べ
き
と

規
定
さ
れ
て
い
る

(

工
藤
二
〇
一
八
・
一
二
二
頁)

。
里
耶
秦
簡
で
は

｢

丗
一
年
後
九
月
庚
辰
朔
辛
巳
、
遷
陵
丞
昌
謂
倉
嗇
夫
。
令
史
言
、
以
辛
巳

視
事
、
以
律
令
假
養
、
襲
令
史
朝
走
啓

(������)｣
と
あ
り
、
令
史
に
養
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
も

｢

〓
一
年
後
九
月
庚
辰
【
朔
乙
巳
、

啓
陵
】
郷
守�
敢
言
之
。
佐�
爲�(
假)

令
史
、
以
乙
巳
視
事
。
謁
令
官
假
養
・
走
。
敢
言
之
。
／
丗
二
年
十
月
己
酉
朔
辛
亥
、�

敢
言
之
。
重

謁
令
官
問�
當
得
養
・
走
不
當
。
當
、
何
令
史
與
共
。
不
當
、
問
不
當�(����)｣
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
佐�
が
仮
令
史
に
就
任
し
た
が
、
仮
令

史
に
は
養
が
付
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
県
に
尋
ね
て
い
る
。

本
句
は
士
伍
に
よ
る
吏
の
炊
事
係
・
馬
の
世
話
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
京
大
班
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
里
耶
秦
簡
に
は
県
外
か
ら
き
た
更
卒
の
可

能
性
は
あ
る
も
の
の
士
伍
が
吏
養
に
任
ぜ
ら
れ
た
例
が
あ
る

(������������
、
京
大
二
〇
一
八
・
五
五
頁)

。

[

三

]

毋
令
典
・
老
行
書

[

案]
｢

行
書｣

は
文
書
送
達
の
意
。
こ
こ
で
里
典
・
父
老
が
文
書
送
達
の
任
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が

郷
里
に
お
い
て
職
務
を
担
っ
て
い
る
の
で
、
行
書
の
た
め
に
郷
里
を
離
れ
る
と
職
務
が
滞
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た

｢

秦
律
十
八
種｣

行
書
律
第
二
五
一
・
二
五
二
簡
に

｢

行
傳
書
・
受
書
、
必
書
其
起
及
到
日
月
夙
莫

(
暮)
、
以
輒
相
報�

(

也)

。
書
有
亡
者
、
亟
告
官
。
隸
臣
妾
老

弱
及
不
可
誠
仁
者
勿
令｣

と
あ
り
、
老
年
及
び
若
年
の
隷
臣
妾
に
よ
る
文
書
送
達
を
禁
じ
て
い
る
。
里
典
・
父
老
は
通
常
免
老
に
達
し
た
者
が
就
く

の
で
、
本
条
の
禁
止
事
項
は
里
典
・
父
老
が
通
常
老
年
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
設
定
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

― 135 ―



書
き
下
し
文

�
律
に
曰
く
、
敢
え
て
假
の
典
を
し
て
官
府
に
居
旬
せ
し
む
る
毋
か
れ
。
士
伍
を
し
て
吏
の
養
・
養
馬
と
爲
さ
し
む
る
毋
か
れ
。
典
・
老
を
し
て

行
書
せ
し
む
る
毋
か
れ
。
居
貲
責
・
司
寇
・
隸
臣
妾
を
し
て
行
書
せ
し
め
よ
。

現
代
語
訳

徭
律
に
言
う
。
代
理
の
里
典
に
官
府
労
役
を
一
〇
日
間
行
わ
せ
て
は
い
け
な
い
。
士
伍
に
吏
の
炊
事
・
馬
の
世
話
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
里
典
・

父
老
に
文
書
送
達
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
居
貲
債
・
司
寇
・
隷
臣
妾
に
文
書
送
達
を
さ
せ
よ
。

�����������������������������������
原
文

●�
律
曰
發�
興
有
爵
以
下
到
人
弟
子
復
子
必
先
請
屬
所
執�
郡
各
請
其
守
皆
言
所
爲
及
用
積��������

徒
數
勿
敢
擅
興
及
毋
敢
擅�事
敖
童
私
屬
奴
及
不
從
車
牛
凡
免
老
及
敖
童
未
傅
者
縣
勿
敢�事
節��������

載
粟
乃
發
敖
童
年
十
五�
以
上
史
子
未
傅
先
覺
〓

室
令
與
粟
事
敖
童
當
行
粟
而
寡
子
獨
與
老��������

父
老
母
居
老
如
免
老
若
獨
與�
病
母
居
者
皆
勿
行

��������
校
訂
文

●�(
徭)

律
曰
、
發�(
徭)

、
興
有
爵
以
下
到
人
弟
子
・
復
子

[

一]

、
必
先
請
屬
所
執�
、
郡
各
請
其
守

[

二]

、
皆
言
所
爲
及
用
積
徒
數

[

三]

、
勿

敢
擅
興
、
及
毋
敢
擅�事(
使)

敖
童
・
私
屬

[

四]

・
奴
及
不
從
車
牛

[

五]

。
凡
免
老
及
敖
童
未
傅
者

[

六]

、
縣
勿
敢�事(
使)

。
節

(

即)

載
粟
乃
發
敖

童
年
十
五�
以
上
、
史
子
未
傅
先
覺

(

學)

覺

(

學)

室

[

七]

、
令
與
粟
事
。
敖
童
當
行
粟
而
寡
子
獨
與
老
父
老
母
居
、
老
如
免
老
、
若
獨
與�

(�)

病
母
居
者
、
皆
勿
行

[

八]

。
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注
釈

[
一

]

人
弟
子
復
子

[

案]
｢

人
弟
子
・
復
子｣

に
類
似
す
る
用
例
と
し
て

｢

秦
律
令

(

壹)｣

徭
律�����������������������������������

に

｢
人
屬
弟
子
・
人
復
復
子｣

が
あ
り
、
両
者
は
同
義
と
思
し
い
。｢

人
弟
子｣

｢

復
子｣

に
つ
い
て
、
京
大
班
は
そ
れ
ぞ
れ

｢

私
的
な
門
生｣

｢

親

が
老
年
と
な
り
、
そ
の
世
話
の
た
め
に
徭
役
を
免
除
さ
れ
た
者｣

と
解
す

(

京
大
二
〇
一
八
・
五
五
頁)

。

[

二

]
執�
〜
其
守

[

案]
｢

執�｣
は
中
央
及
び
地
方
行
政
の
監
察
官
。
中
央
執
法
・
郡
執
法

(

王
四
維
氏
は

｢

屬
所
執�｣

を
主
に
郡
執
法

を
指
す
語
と
指
摘)
が
あ
り
、
中
央
執
法
は
丞
相
・
御
史
大
夫
と
同
級
、
郡
執
法
は
二
千
石
官

(

陳
二
〇
一
五
・
八
〜
九
頁
、
王
二
〇
一
九
・
一
五

三
〜
一
五
四
頁)

。
独
立
し
た

｢

府｣

を
持
ち
、
丞
・
卒
史
・
曹
・
属
官
を
統
率
す
る

(

土
口
二
〇
一
七
・
四
二
〇
〜
四
二
一
頁
、
王
二
〇
一
九
・

一
五
五
頁)

。
そ
の
役
割
に
つ
い
て
、
土
口
史
記
氏
は
①
属
下
の
県
政
に
つ
い
て
の
監
察
、
②
上
計
・
上
功
の
受
け
渡
し
に
よ
る
県
と
中
央
政
府
の

仲
介
、
③
司
法
官
と
し
て
県
を
ま
た
い
だ
広
域
の
管
轄
を
持
ち
司
法
情
報
を
集
約
、
④
皇
帝
意
思
実
現
の
た
め
県
の
行
政
に
も
介
入
等
の
特
徴
を
持

つ
と
す
る

(

土
口
二
〇
一
七
・
四
二
〇
〜
四
二
一
頁)

。
土
口
氏
に
よ
れ
ば
本
条
の
執
法
の
役
割
は
①
に
当
た
る
。
さ
ら
に
⑤
御
史
大
夫
と
は
異
な

る
系
統
の
監
察
機
構
で

(

王
捷
二
〇
一
七
・
一
四
二
頁
、
彭
二
〇
一
七
・
九
二
〜
九
三
頁)

、
⑥
監
察
機
能
を
持
つ
が
事
案
の
審
理
は
行
わ
な
い

(

王
捷
二
〇
一
七
・
一
四
二
頁
、
彭
二
〇
一
七
・
八
四
〜
八
八
頁)

、
⑦
郡
内
の
黜
陟
管
理

(

彭
二
〇
一
七
・
九
一
〜
九
二
頁)

、
⑧

｢

徒
隸｣

や
徭

役
の
管
理
、
⑨
金
銭
の
分
配
等
の
管
理

(

王
二
〇
一
九
・
一
六
〇
頁)

等
の
諸
説
が
あ
る
。

本
条
で
は

｢

發
徭｣

に
つ
い
て

｢

屬
所
執�｣
へ
の
請
求
と
郡
守
へ
の
請
求
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
土
口
・
京
大
班
両
者
は
こ
れ
を
内
史
と
郡
の

別
と
解
し
、
本
段
の
執
法
も
内
史
所
属
と
す
る

(

土
口
二
〇
一
五
・
四
三
六
〜
四
三
七
頁
、
京
大
二
〇
一
八
・
五
五
頁)

。

[

三

]

用
積
徒
數

[

案]
｢

積｣

は
里
耶
秦
簡
に

｢

積
戸｣

｢
大
隸
臣
積｣

な
ど
と
見
え
、
戸
・
人
数
な
ど
の
の
べ
人
数
の
意
。
従
っ
て

｢

用
積

徒
數｣

は

｢

徭｣

に
従
事
し
た

｢

徒｣

の
の
べ
人
数
。
京
大
班
は
事
前
の
見
積
も
り
の
人
数
と
す
る

(

京
大
二
〇
一
八
・
五
五
頁)

。

[

四

]

私
屬

[

整
理
小
組]

主
人
に
よ
っ
て
奴
婢
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
男
性
。
張
家
山
漢
簡

｢

二
年
律
令｣

亡
律

(

訳
者
注�
第
一
六
二
簡)

に

｢

奴
婢
爲
善
而
主
欲
免
者
、
許
之
、
奴
命
爲マ
マ

私
屬

(

訳
者
注�
正
し
く
は

｢
奴
命
曰
私
屬｣)

、
婢
爲
庶
人
、
皆
復
使
及�(
算)

、
事
之
如
奴
婢｣

と
あ
る
。[

案]

整
理
小
組
が
挙
げ
る

｢

二
年
律
令｣

亡
律
後
文
に
は

｢

主
死
若
有
罪
、
以
私
屬
爲
庶
人
、
刑
者
以
爲
隱
官｣

と
あ
り
、
私
属
の
主

人
が
死
亡
し
た
り
罪
を
犯
し
た
場
合
、
私
属
は
庶
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
よ
り
、
宮
宅
潔
氏
は
私
属
を
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い

え
ど
も
、
い
ま
だ
元
の
主
人
と
主
従
関
係
が
存
続
し
て
い
る
身
分
と
解
す

(

宮
宅
二
〇
〇
九
・
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁)

。

[

五

]

從

[

整
理
小
組]

(｢

從｣

は)
｢

隨｣

の
意
。｢

不
從
車
牛｣

は
、
車
牛
と
と
も
に
随
行
し
な
い
者
。
秦
代
で
は
徭
役
従
事
は
車
牛
を
も
っ
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て
代
替
で
き
、
主
人
は
自
ら
従
事
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。[

案]
｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
一
一
簡
に

｢

發
傳
送
、
縣
官
車
牛
不

足
、
令
大
夫
以
下
有�(
貲)

者
、
以�(
貲)

共
出
車
牛
。
及
益
、
令
其
毋�(

貲)

者
與
共
出
牛
食
・
約
載
具｣

と
あ
り
、
輸
送
労
働
の
際
、

官
の
車
牛
が
不
足
し
た
場
合
、
大
夫
以
下
で
資
産
を
持
つ
者
か
ら
車
牛
を
提
供
さ
せ
る
規
定
が
見
え
る
。

[

六

]
免
老
〜
傅
者

[

整
理
小
組]

｢

免
老｣

は
、
徭
役
を
免
除
さ
れ
た
老
人
。
張
家
山
漢
簡

｢

二
年
律
令｣

傅
律

(

訳
者
注�
第
三
五
六
簡)

に

｢

大
夫
以
上
年
五
十
八
、
不
更
六
十
二
、
簪�
六
十
三
、
上
造
六
十
四
、
公
士
六
十
五
、
公
卒
以
下
六
十
六
、
皆
爲
免
老｣

と
あ
る
。[

案]

本

段

｢

敖
童
未
傅
者｣
は

｢

敖
童
の
中
で
傅
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者｣

と
解
す
べ
き
か
。
こ
の
よ
う
に
解
す
と
、
敖
童
の
中
に
傅
籍
に
登
録
さ
れ

て
い
た
者
と
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
敖
童
を

｢

傅
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
子
供｣

と
解
す
説

(

前
稿
参
照)

と
矛

盾
す
る
。
本
条
後
半
は
様
々
な

｢

敖
童｣

に
関
す
る
労
役
徴
発
規
定
で
あ
る
の
で
、｢

敖
童
未
傅
者｣

も
そ
の
よ
う
な
敖
童
の
ひ
と
つ
と
解
す
べ
き

か
。

[

七

]

載
粟
〜
覺
室

[

整
理
小
組]

｢

覺

(

學)

室｣

は
、
学
校
。
睡
虎
地
秦
簡
・
内
史
雑
律

(

訳
者
注�
第
二
五
八
簡)

に

｢

非
史
子�

(

也)

、

毋
敢
學
學
室
、
犯
令
者
有�｣
と
あ
る
。[
案]
｢

載
粟｣

は
穀
物
運
搬
の
こ
と
。
里
耶
秦
簡
で

｢

載
粟｣

は

｢

伝
送｣

｢

委
輸｣

と
区
別
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
本
条
で
特
定
の
未
成
年
者
も
徴
発
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
と
、｢

載
粟｣

は
他
の
輸
送
労
働
と
は
異
な
る
扱
い
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。

本
段
で
は
そ
の
従
事
者
と
し
て
十
五
歳
以
上
の

｢
敖
童｣

と
ま
だ
史
の
子
の
う
ち
、
傅
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
が
す
で
に

｢

學
室｣

で
学
ん
で
い

る
者
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
両
者
は
未
成
年
者
の
う
ち
で
も
あ
る
程
度
成
長
し
、｢

載
粟｣

労
働
に
耐
え
ら
れ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
使
役

が
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
里
耶
秦
簡
の

｢
徒
簿｣

で
は
刑
徒
が

｢

載
粟｣

労
働
を
行
っ
て
い
る
例
が
あ
り
、
従
事
者
は
未
成
年
者
に
限

ら
な
い
。

[

八

]

敖
童
〜
勿
行

[

案]
｢�

病｣

は

｢

罷�｣
の
こ
と
。｢
二
年
律
令｣

傅
律
第
三
六
三
簡
に

｢

當
傅
、
高
不
盈
六
尺
二
寸
以
下
、
及
天
烏
、

皆
以
爲
罷�

(�)｣
と
あ
り
、｢

罷�｣
認
定
要
件
に
身
長
と
先
天
性
の
身
体
障
害
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。｢

寡
子｣

は

｢

寡

(

夫
を
亡
く
し
た
妻)｣

の
子
と
思
し
い
。
京
大
班
は
孤
児
の
可
能
性
を
指
摘
す
る

(

京
大
二
〇
一
八
・
五
七
頁)

。｢

敖
童｣

か
ら

｢

勿
行｣

ま
で
は

｢

載
粟｣

労
働
免
除
の

対
象
者
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
〇
八
簡
に

｢

諸
當
行
粟
、
獨
與
若
父
母
居
老
如�
老
、
若
其
父
母
罷�

(�)
者
、
皆
勿

行｣

と
あ
り
、
本
句
と
の
対
応
関
係
に
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①

｢

秦
律
令

(
壹)｣

徭
律
は

｢

敖
童｣

に
限
定
し
た
規
定
と
解
さ
れ
る
の
に

対
し
、｢

二
年
律
令｣

徭
律
は
身
分
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
解
さ
れ
な
い
こ
と
、
②

｢
秦
律
令

(

壹)｣

徭
律
で
は
父
母
が

｢

免
老｣

に
達
し
て
初

め
て
子
の
労
役
が
免
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、｢

二
年
律
令｣

徭
律
で
は
父
母
が

｢�
老｣

に
な
れ
ば
免
除
さ
れ
る
こ
と
、
③

｢

秦
律
令

(

壹)｣

徭
律
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は

｢

敖
童｣

の
労
役
免
除
要
件
が

｢

罷�｣
の
母
と
同
居
し
て
い
る
場
合
と
限
定
的
な
の
に
対
し

(

京
大
班
は

｢

父
母｣

の

｢

父｣

字
が
脱
落
し
た

も
の
と
推
測

(

京
大
二
〇
一
八
・
五
八
頁))

、｢

二
年
律
令｣

徭
律
で
は

｢

罷�｣

の
父
母
と
同
居
し
て
い
る
場
合
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
の
違

い
が
あ
る
。

【
参
考
】
類
似
箇
所
の
比
較

本
条

敖
童
當
行
粟
而
寡
子
獨
與
老
父
老
母
居
、
老
如
免
老
、
若
獨
與�
(�)
病
母
居
者
、
皆
勿
行
。

｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
〇
八
簡

諸
當
行
粟
、
獨
與
若
父
母
居
、
老
如�
老
、
若
其
父
母
罷�
(�)

者
、
皆
勿
行
。

書
き
下
し
文

●

徭
律
に
曰
く
、
徭
を
發
す
る
や
、
有
爵
以
下
よ
り
人
の
弟
子
・
復
子
に
到
る
ま
で
を
興
し
、
必
ず
先
ず
屬
所
の
執�
に
請
い
、
郡
は
各
〃
其
の

守
に
請
い
、
皆
な
爲
す
所
及
び
用
う
る
積
徒
の
數
を
言
い
、
敢
て
擅
に
興
す
勿
く
、
及
び
敢
て
擅
に
敖
童
・
私
屬
・
奴
及
び
車
牛
に
從
わ
ざ
る
も
の

を
使
う
毋
れ
。
凡
そ
免
老
及
び
敖
童
の
未
だ
傅
せ
ざ
る
者
は
、
縣
、
敢
て
使
う
勿
れ
。
即
し
粟
を
載
せ
ば
乃
ち
敖
童
の
年
十
五�
以
上
、
史
子
の
未

だ
傅
せ
ず
し
て
先
に
學
室
に
學
ぶ
も
の
を
發
し
、
粟
の
事
に
與
か
ら
し
め
よ
。
敖
童
、
粟
を
行
る
に
當
る
も
寡
子
の
獨
り
老
父
・
老
母
と
居
す
る
も

の
、
老
い
て
免
老
の
如
き
も
の
、
若
し
く
は
獨
り�
病
の
母
と
居
す
る
者
は
、
皆
な
行
る
勿
れ
。

現
代
語
訳

●

徭
律
に
言
う
。｢

徭｣

を
実
行
す
る
場
合
、
有
爵
以
下
か
ら
人
の
弟
子
・
復
除
対
象
者
の
子
ま
で
を
徴
発
し
、
必
ず
ま
ず

(

内
史
は)

所
属
す

る
と
こ
ろ
の
執
法
に
請
求
し
、
郡
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
郡
守
に
請
求
し
、
み
な

｢
徭｣

の
内
容
及
び
使
役
す
る
徒
の
延
べ
人
数
を
報
告
し
、
勝
手
に
徴

発
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
勝
手
に
敖
童
・
私
属
・
奴
及
び
車
牛
を
供
出
し
て
自
ら
は
行
か
な
い
者
を
使
役
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
免
老
及
び
敖

童
で
ま
だ
傅
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
県
は
あ
え
て
使
役
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
粟
を
運
搬
す
る
場
合
は
敖
童
で
一
五
歳
以
上
の
者
、
史

の
子
で
ま
だ
傅
籍
に
登
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
に

｢

学
室｣

で
学
ん
で
い
る
者
を
徴
発
し
、
粟
の
運
搬
に
従
事
さ
せ
よ
。
粟
の
運
搬
に
従
事
す
る
敖

童
の
う
ち
、
兄
弟
が
お
ら
ず
老
父
母
と
居
住
し
て
い
る
者
、(

父
母
が)

老
い
て
免
老
に
な
っ
て
い
る
者
、｢

罷�｣
の
母
と
居
住
し
て
い
る
者
は
い
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ず
れ
も
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

�����������������������������������
原
文

�
律
曰�
興�
徒
人
爲
三
尺
券
一
書
其
厚
焉
節
發�
郷
嗇
夫
必
身
與
典
以
券
行
之
田
時
先
行
富��������

有
賢
人
以�
時
行
貧
者
皆
月
券
書
其
行
月
及
所
爲
日
數
而
署
其
都
發
及
縣
請
└
其
當
行
而
病
及
不
存��������

署
于
券
後
有�
而
聶
行
之
節
券�
令
典
各
操
其
里�
徒
券
來
與
券
以��
徒
勿�
贅
勿
令
費
日��������

其
移
徙
者
輒
移
其
行�
數
徙
所
盡�
而
更
爲
券
各
取
其
當
聶
及
有
贏
者
日
數
皆
署
新
券
以
聶��������

校
訂
文

�(
徭)

律
曰
、�
興�(
徭)

徒
、
人
爲
三
尺
券
一

[

一]

、
書
其
厚
焉

[

二]

。
節

(

即)

發�(
徭)

、
郷
嗇
夫
必
身
與
典
以
券
行
之

[

三]

。
田
時
先

行
富
有
賢
人

[

四]

、
以�
時
行
貧
者
、
皆
月
券
書
其
行
月
及
所
爲
日
數
、
而
署
其
都
發
及
縣
請
└

[

五]

。
其
當
行
而
病
及
不
存
、
署
于
券
、
後
有�

(

徭)

而
聶

(

躡)

行
之

[

六]

。
節

(

即)

券�(
徭)

[
七]

、
令
典
各
操
其
里�(
徭)

徒
券
來
、
與
券
以��(
徭)

徒

[

八]

、
勿�
贅

[

九]

、
勿
令

費
日
。
其
移
徙
者
、
輒
移
其
行�(
徭)

數
徙
所
、
盡�
而
更
爲
券
、
各
取
其
當
聶

(

躡)

及
有
贏
者
日
數
、
皆
署
新
券
以
聶

(

躡)

。

注
釈

[

一

]

三
尺
券

[

整
理
小
組]

｢

三
尺
券｣

は

｢

参
弁
券｣

の
誤
り
か
。
あ
る
い
は
文
書
形
式
に
対
す
る
規
定
か
。[

案]

整
理
小
組
が

｢

三
尺

券｣

を

｢

参
弁
券｣

の
誤
り
と
疑
う
の
は
三
尺
が
長
す
ぎ
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
に
秦
尺
三
尺
の
簡
牘
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

秦
三
尺
は
約
六
九
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
陳
偉
氏
は
本
条
の
券
の
使
用
法
が
参
弁
券
の
一
般
的
使
用
法
と
合
わ
な
い
こ
と
、
出
土
文
字
資
料
に
お

い
て
参
弁
券
は
専
ら

｢

參｣

字
が
用
い
ら
れ
る
が
、
本
条
で
は

｢

三｣

字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
を
根
拠
に
参
弁
券
説
を
否
定
し
、｢

徭｣

の
実
行

月
と
行
っ
た
日
数
を
記
す
必
要
が
あ
る
た
め
、
三
尺
と
い
う
長
さ
に
な
っ
た
と
す
る

(
陳
二
〇
一
七
・
一
九
八
〜
一
九
九
頁)

。
参
弁
券
及
び
弁
券

は
通
常
穀
物
・
鉱
物
・
金
属
・
衣
服
等
の
支
給
と
納
入
等
の
際
い
わ
ゆ
る

｢

憑
証｣

と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
、｢

徭｣

の
実
行
月
や
日
数
を
記
録
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す
る
書
写
媒
体
と
し
て
は
適
当
で
な
い
。
す
る
と
や
は
り

｢

三
尺
券｣

が
正
し
い
か
。

[
二

]

厚

[

整
理
小
組]

財
物
の
多
寡
の
こ
と
。『

韓
非
子』

有
度
篇
に

｢

毀
國
之
厚
以
利
其
家｣

、『

漢
書』

巻
四
九�
錯
伝
に

｢

禄
利
不
厚
、

不
可
使
久
居
危
難
之
地｣

と
あ
る
。[

案]
｢

厚｣

に
つ
い
て
、
朱
徳
貴
氏
は
徴
発
さ
れ
る
民
の
家
庭
の
経
済
状
況
と
し
、
本
条
よ
り

｢

興
徭｣

の
際

は
年
ご
と
に

｢

三
尺
券｣

を
作
成
し
、
そ
こ
に
各
戸
の
経
済
状
況
を
記
し
て
い
た
と
す
る

(

朱
二
〇
一
六
・
九
五
頁)

。
石
原
遼
平
氏
は
簡
牘
の
厚

さ
と
解
す

(
石
原
二
〇
一
九
・
八
一
頁)

。

[

三

]

典

[
整
理
小
組]

里
典
・
田
典
を
指
す
。
本
組
後
文
の����
簡

(

訳
者
注���������

簡)

に

｢

節

(

即)

券�(

徭)

、
令
典
各
操
其

里�(
徭)

徒
券
來
與
券｣

と
あ
り
、
そ
の
中
の
典
は
本
条

｢

典｣

と
同
義
で
あ
る
。[

案]

整
理
小
組
の
解
釈
だ
と

｢

典｣

が
里
典
を
指
す
こ
と

も
田
典
を
指
す
こ
と
も
あ
る
ご
と
く
だ
が
、
例
え
ば

｢

二
年
律
令｣

銭
律
第
二
〇
一
簡
に

｢

盜
鑄
錢
及
佐
者
、
棄
市
。
同
居
不
告
、
贖
耐
。
正
・
典
・

田
典
・
伍
人
不
告
、
罰
金
四
兩｣
と
あ
る
よ
う
に
、
律
文
で
は
里
典
と
田
典
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る

(

柿
沼
二
〇
〇
六
・
二
七
七
〜
二
七
八
頁)

。

[

四

]

田
時
〜
賢
人

[

整
理
小
組]

(｢

田
時｣

は)

農
繁
期
の
こ
と
。｢

賢
人｣

は
、
多
財
の
人
物
。『

六
書
故』

動
物
四

(

訳
者
注�『

六
書
故』

は
南
宋
・
戴�
撰
。
動
物
四
は
巻
二
〇)
に

｢

賢
、
貨
幣
多
於
人
也

(

訳
者
注�
文
淵
閣
四
庫
全
書
は

｢

貨
貝
多
於
人
也｣

に
作
る)｣

と
あ
る
。

[

案]
｢

賢｣

に
つ
い
て
、『

説
文』

貝
部
に

｢
賢
、
多
才
也｣

と
あ
り
、
段
玉
裁
注
は

｢

賢
、
多
財
也
。
財
各
本
作
才
。
今
正
。
賢
本
多
財
之�

。

引
伸
之
凡
多
皆
曰
賢
。
人
稱
賢
能
、
因
習
其
引
伸
之
義
而
廢
其
本
義
矣｣

と
あ
る

(

朱
二
〇
一
六
・
九
六
頁)

。

[

五

]

而
署
〜
縣
請

[

整
理
小
組]
(｢

署｣

は)
サ
イ
ン
の
こ
と
。(｢

都｣

は)

都
官
の
こ
と
。[

案]
｢

都
發｣

に
つ
い
て
、
陳
偉
氏
は

｢

都

官
が
行
う
徭
役｣

の
ほ
か
、｢

都｣

を

｢

お
よ
そ｣

｢

す
べ
て｣

と
し
た
上
で

｢

集
団
的
な
大
規
模
徭
役｣

と
い
う
解
釈
の
可
能
性
を
示
す

(

陳
二
〇

一
七
・
二
〇
一
〜
二
〇
二
頁)

。｢

都｣

が
表
す
意
に
つ
い
て
は
ほ
か
に

｢

中
心
の

(｢

都
郷｣)｣

｢

中
央

(

楊
二
〇
一
五
・
一
二
頁)｣

な
ど
が
想
定

で
き
る
。
本
段
で
は

｢

都｣

と

｢

県｣

が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
秦
律
中
で
は

｢

県｣

と

｢

都
官｣

の
併
記
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の

｢

都｣

は
や
は
り
都
官
か
。｢

縣
請｣

に
つ
い
て
、
陳
偉
氏
は
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
、
県
が
上
級
機
関
に
申
請
す
る
こ
と
す
る

(

陳
二
〇
一
七
・
二

〇
一
〜
二
〇
二
頁)

。
本
句
は

｢

都｣

の
動
詞
が

｢

發｣

で
あ
る
の
に
対
し
、｢
県｣

の
動
詞
が

｢

請｣

を
用
い
て
い
る
対
比
に
注
目
さ
れ
る
。｢

發｣

を

｢

發
徭｣

の
ご
と
く
実
行
す
る
意
と
仮
定
す
る
と
、｢

都｣

は
中
央
直
属
機
関
に
よ
る
徭
役
の
た
め
申
請
を
経
ず
直
接
実
行
で
き
る
の
で

｢

發｣

が
使
わ
れ
、
県
は
徭
役
申
請
が
必
要
な
た
め

｢

請｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

[

六

]

聶

[

整
理
小
組]

張
家
山
漢
簡

｢

二
年
律
令｣

徭
律

(

訳
者
注�
第
四
〇
七
簡)
に

｢

當�(
徭)

戍
而
病
盈
卒�
及�

(

繋)

、
勿
聶

(

攝)｣

と
あ
り
、
そ
の
整
理
小
組
注
に

｢

攝
、
拘
捕
、『

国
語
・
呉
語』

注
、｢

執
也｣｣

と
あ
る
。
一
説
に

｢

聶｣

は

｢

躡｣

に
通
じ
、｢

追｣

の
意
。
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『

文
選』

潘
獄

｢

籍
田
賦｣

に

｢

躡
踵
側
肩｣

、
李
善
注
に

｢『�
文』

曰
、｢

躡
、
追
也｣

。
躡
其
踵
所
以
爲
追
逐
也｣

と
あ
る
。[

案]
｢

躡｣

に
つ

い
て
、
陳
偉
氏
は

｢

何
ら
か
の
理
由
で
徭
役
に
従
事
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し
、
足
ら
な
か
っ
た
分
従
事
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と｣

と
解
す

(

陳
二

〇
一
七
・
二
〇
四
頁)

。

[

七

]
券�

[

整
理
小
組]

徭
役
従
事
の
状
況
を
券
書
に
登
記
す
る
こ
と
。[

案]
｢

券�｣

の
手
続
き
に
つ
い
て
、
陳
偉
氏
は
①
郷
嗇
夫
が
命

令
を
下
し
、
里
典
と
と
も
に
行
い
、
②
月
ご
と
あ
る
い
は
年
ご
と
に
ま
と
め
て
記
録
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
工
程
の
労
働
が
完
了
す
る
ご
と
に
記

録
さ
れ
、
③
徭
役
の
記
録
と
と
も
に
刻
歯
が
刻
ま
れ
、
副
券
を
憑
証
と
し
た
と
す
る

(

陳
二
〇
一
七
・
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁)

。

[

八

]

令
典
〜�
徒

[

案]
｢

操｣

は

｢

と
る｣

｢

持
つ｣

意
。｢

秦
律
令

(

参)｣��������������������������

に

｢

●

操
書
・
符�

(

券)

有
所
之
及
有
所
受
、
未
到
官
而
亡
、
亡
者
獨
坐
之
。
留
弗
行
、�
□
論
之
、
吏
與
徒
偕
、
有
所�(

徭)

使
上
事
、
令
徒
操
券
書
而
亡
之
、
吏
與
徒

同
論
。・
雜
律
甲｣

と
あ
る
。
ま
た
里
耶
秦
簡
に
は

｢

操
律
令

(�����)｣
な
ど
、｢

取
り
扱
う｣

意
と
思
し
い
例
も
あ
る
。｢

來
與
券
以��(

徭)

徒｣

に
つ
い
て
陳
偉
氏
は

｢(

里
典
が
券
を
携
え
て)

郷
官
に
や
っ
て
き
て
券
を
完
成
さ
せ
て
徭
徒
に
与
え
る｣

と
解
す

(

陳
二
〇
一
七
・
二
〇
五

頁)

。
宮
宅
潔
氏
は

｢

共
同
で
割
符
に
書
き
込
ん
で
か
ら
徭
役
人
夫
に
渡
す｣

と
解
す

(

宮
宅
二
〇
一
九
・
一
一
頁)

。

[

九

]�
贅

[

整
理
小
組]

(｢

贅｣

は)
あ
ま
り
の
人
、
も
し
く
は

｢

贅
婿｣

を
表
す
か
。[

案]

陳
偉
氏
は

『

漢
書』

巻
七
武
帝
紀
元
狩
元
年

条
の
如
淳
注
に

｢

贅
、
会
也
。
令
勿
擅�
召
贅
聚
三
老
・
孝
弟
・
力
田
也｣

と
あ
る
の
を
根
拠
に

｢�
贅｣

を
徭
役
人
員
を
徴
発
し
て
郷
官
に
集
合

さ
せ
る
意
、｢

費
日｣

は
移
動
等
に
か
か
る
日
に
ち
を
か
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
と
す
る

(

陳
二
〇
一
七
・
二
〇
五
頁)

。｢�
贅｣

は
他
に
用

例
が
な
い
が
、｢

費
日｣

は

｢

秦
律
令

(

壹)｣��������
に

｢

皆
勿
令
回
費
日
、
以
便
。
毋

(

無)

病
、
黔
首
爲
故
不
從
令
者
、
貲
丞
・
令
史
・
執

�
・
執�
丞
・
卒
史
各
二
甲｣

と
あ
り
、
文
意
は
取
り
づ
ら
い
が
陳
偉
説
と
矛
盾
し
な
い
ご
と
く
で
あ
る
。
陳
偉
氏
は
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
た
上

で
、｢

令
典
各
操
其
里�(
徭)

徒
券
來
與
券
以��(
徭)

徒
、
勿�
贅
、
勿
令
費
日｣

の
部
分
を

｢

里
典
に
そ
の
里
の
徭
役
人
員
の
券
を
持
っ

て

(

郷
官
に)

来
さ
せ
、
券
を

(

郷
官
と
と
も
に)

完
成
さ
せ
て
徭
徒
に
与
え
、(

徭
役
人
員
を
徴
発
し
て
郷
官
に)

集
合
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、(

徭

役
人
員
が
移
動
に
か
か
る)

日
に
ち
を
費
や
さ
せ
て
は
な
ら
な
い｣

と
釈
読
す
る

(

陳
二
〇
一
七
・
二
〇
五
頁)

。

書
き
下
し
文

徭
律
に
曰
く
、�
ご
と
に
徭
徒
を
興
す
に
、
人
ご
と
に
三
尺
の
券
一
を
爲
り
、
其
の
厚
を
焉
に
書
せ
。
即
し
徭
を
發
す
る
や
、
郷
嗇
夫
は
、
必
ず

身
ら
典
と
與
に
券
を
以
て
之
を
行
れ
。
田
時
な
れ
ば
先
ず
富
み
て
賢
有
る
人
を
行
り
、
以
て�
時
な
れ
ば
貧
者
を
行
り
、
皆
な
月
ご
と
に
其
の
行
る
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月
及
び
爲
す
所
の
日
數
を
券
書
し
、
而
し
て
其
の
都
の
發
及
び
縣
の
請
を
署
せ
。
其
れ
行
る
に
當
る
も
病
む
及
び
存
せ
ず
ん
ば
、
券
に
署
し
、
後
に

徭
有
ら
ば
躡
い
で
之
を
行
れ
。
即
し
徭
を
券
す
る
や
、
典
を
し
て
各
〃
其
の
里
の
徭
徒
の
券
を
操
り
、
來
り
て
與
に
券
し
て
以
て
徭
徒
に�
え
し
め
、

贅
を�
す
る
こ
と
勿
く
、
日
を
費
や
し
む
る
こ
と
勿
れ
。
其
の
移
徙
す
る
者
は
、
輒
ち
其
の
行
徭
の
數
を
徙
所
に
移
し
、�
を
盡
せ
ば
更
め
て
券
を

爲
り
、
各
〃
其
の
躡
ぐ
に
當
る
及
び
贏
有
る
者
の
日
數
を
取
り
、
皆
な
新
券
に
署
し
て
以
て
躡
げ
。

現
代
語
訳

徭
律
に
言
う
。
一
年
ご
と
に
徭
役
人
員
を
徴
発
す
る
と
き
、
一
人
ご
と
に
三
尺
の
券
を
一
つ
作
り
、(

そ
の
人
の)

資
産
の
多
少
を
そ
こ
に
記
せ
。

も
し

｢

徭｣

を
実
行
す
る
場
合
、
郷
嗇
夫
は
必
ず
自
ら
里
典
と
と
も
に
券
に
基
づ
い
て
実
行
せ
よ
。
農
繁
期
で
あ
れ
ば
ま
ず
資
産
の
あ
る
裕
福
な
者

を
行
か
せ
、
農
閑
期
で
あ
れ
ば
貧
し
い
者
を
行
か
せ
、
み
な
ひ
と
月
ご
と
に

｢

徭｣

に
赴
い
た
月
及
び
従
事
し
た
日
数
を
券
に
記
し
、
ま
た
都
官
が

実
行
す
る

｢

徭｣

か
、
県
の
請
求
に
よ
る

｢

徭｣

か
を
記
せ
。｢

徭｣

に
赴
く
と
き
に
病
気
で
あ
っ
た
り
不
在
で
あ
っ
た
場
合
は
、
券
に
記
入
し
、

後
に

｢

徭｣

が
あ
る
時
に
繰
り
越
し
て

｢
徭｣

に
赴
か
せ
よ
。
も
し

｢

徭｣

を
券
に
記
録
す
る
と
き
、
里
典
に
各
里
の
徭
役
人
員
が
所
有
し
て
い
る

券
を
管
理
さ
せ
、(

里
典
は)

や
っ
て
き
て

(
徭
役
人
員
と)

券
に
記
入
し
た
の
ち
徭
徒
に
与
え
、
余
計
に
日
数
を
算
入
す
る
こ
と
な
く
、
徭
徒
の

義
務
日
数
を
消
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
他
の
土
地
に
移
る
者
は
、
そ
の
行
っ
た
徭
役
日
数
を
移
転
先
に
移
し
、
年
度
が
切
り
替
わ
っ
た
ら
改
め
て

券
を
作
り
、
各
々
繰
越
の
日
数
や
余
分
に
従
事
し
た
日
数
を
把
握
し
、
み
な
新
し
い
券
に
記
録
し
て
繰
り
越
せ
。

��������������������������������������������
原
文

●�
律
曰
委
輸
傳
送
重
車
負
日
行
六
十
里
空
車
八
十
里
徒
行
百
里
其
有
□
□
□
□／��������

□
而
□
傅
于
計
令
徒
善
攻�
車
食
牛
〓�
將
牛
者
不
得
券�
盡
興
隸
臣
妾
司
寇
居
貲
贖
責
縣
官��������

□
之
□
傳
輸
之
其
急
事
不
可
留�
乃
爲
興�
└
有
貲
贖
責
拾
日
而
身
居
其
居
縣
官
者
縣
節
有��������

�
戍
其
等
當
得
出
令�
〓

戍
〓

已
輒
復
居
當�
戍
病
不
能
出
及
作
盈
卒�
以
上
爲
除
其
病����������

勿
聶
□
□
論�

除�

日�
戍
以
出
日�事
之

��������
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校
訂
文

●�(
徭)

律
曰
、
委
輸
・
傳
送
、
重
車
負
日
行
六
十
里

[

一]

、
空
車
八
十
里
、
徒
行
百
里

[

二]

。
其
有
□
□
□
□／
□
而
□
傅
于
計
、
令
徒
善
攻�
車

[

三]

。
食
牛
、
牛�

(�
)
[

四]

、
將
牛
者
不
得
券�(
徭)

。
盡
興
隸
臣
妾
・
司
寇
・
居
貲
贖
責

(

債)

・
縣
官
□
之
□
傳
輸
之
、
其
急
事
、
不
可
留

�
(

也)

、
乃
爲
興�(
徭)

└

[

五]

。
有
貲
贖
責

(

債)

拾
日
而
身
居
、
其
居
縣
官
者
、
縣
節

(

即)

有�(

徭)

戍
、
其
等
當
得
出
、
令�(

徭)

戍
、�(
徭)
戍
已
、
輒
復
居

[

六]

。
當�(�)
戍
、
病
不
能
出
及
作
盈
卒�
以
上

[

七]

、
爲
除
其
病��(

徭)

、
勿
聶

(

躡)

。
□
□
論�

(�)

、

除�
(�)

日�(
徭)
戍
、
以
出
日�事(
使)

之

[

八]

。

注
釈

[

一

]

重
車

[

整
理
小
組]
輜
重
を
運
搬
す
る
車
。『

孫
子』

作
戦
篇
に

｢

馳
車
千
駟
、
革
車
千
乘｣

、
曹
操
注
に

｢

馳
車
、
輕
車
也
。
駕
駟
馬
。

革
車
、
重
車
也
。
言
萬
騎
之
重｣

、
杜
牧
注
に
｢

輕
車
、
乃
戰
車
也
。
古
者
車
戰
、
革
車
・
輜
車
、
重
車
也
、
載
器
械
・
財
貨
・
衣
裝
也｣

と
あ
る
。

[

二

]

委
輸
〜
百
里

[

案]

こ
れ
ら
輸
送
に
お
け
る
一
日
の
移
動
距
離
の
規
定
は

｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
一
二
簡
に

｢

事
委
輸
、
傳
送
重
車

重
負
日
行
五
十
里
、
空
車
七
十
里
、
徒
行
八
十
里｣
、『

九
章
算
術』

巻
七
均
輸
に

｢

今
有
程
傳
委
輸
、
空
車
日
行
七
十
里
、
重
車
日
行
五
十
里｣

と

あ
り
、｢

秦
律
令

(

壹)｣

よ
り
も
一
日
の
移
動
が
短
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

[

三

]

攻�
[

整
理
小
組]

車
の

｢�工�間｣
の
と
こ
ろ
に
膠
や
油
脂
等
を
塗
る
こ
と
。｢�｣
は

｢�間｣
に
通
じ
る
。『

釋
名』

釋
車
に

｢�間
、

�
也
。��工
軸
之�
、
使
不
相
摩
也｣

、
睡
虎
地
秦
簡
・
司
空
律

(

訳
者
注�
第
一
九
七
簡)

に

｢

攻�
大
車
一
輌

(

兩)

マ

マ

(

訳
者
注�
正
し
く
は

｢

兩

(

輌)｣)

、
用
膠
一
兩
・
脂
二
錘｣

と
あ
る
。[

案]
｢�工｣

｢�間｣
は
馬
車
の
車
輪
部
分
の
部
品
の
こ
と
だ
が
、｢

秦
律
十
八
種｣

司
空
律
第
一
九

三
〜
一
九
四
簡
に

｢

不
攻
間
車
、
車
空
失
、
大
車�

〈

軸〉�攴〈�〉｣
、｢
爲
吏
治
官
及
黔
首｣

第
二
一‒

参
簡
に

｢

牛
饑
、
車
不
攻�｣
と
あ
り
、

こ
こ
で
の

｢

攻�｣
は
動
詞
。
単
な
る
修
繕
の
み
な
ら
ず
、
膠
を
使
っ
て
剥
離
部
分
を
接
着
す
る
こ
と

(

工
藤
二
〇
一
八
・
一
八
一
頁)

。

[

四

]�
[

整
理
小
組]

｢�
｣

は

｢�
｣

に
通
じ
、
脂
肪
の
少
な
い
肉
質
の
こ
と
で
、｢

牛�
｣

は
、
牛
が
痩
せ
た
意
。｢

為
吏
之
道｣

(

訳
者

注�
第
七
一
三‒

参
簡)

に

｢

畜
産
肥�

(�
)｣

と
あ
る
。

[

五

]

└

[

案]

鈎
号
よ
り
前
段
は
委
輸
・
伝
送
の
輸
送
日
数
や
車
牛
徴
発
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
段
は

｢

徭
戍｣

徴
発
に

つ
い
て
各
種
規
定
し
て
お
り
、
前
段
と
後
段
で
内
容
が
明
確
に
異
な
る
。
す
る
と
こ
の
鈎
号
は
前
段
の
内
容
が
こ
こ
ま
で
で
終
了
し
、
後
段
は
別
の
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内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
打
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

[

六

]

有
貲
〜
復
居

[

整
理
小
組]

(｢

居
縣｣

は)

居
作
の
県
を
指
す
。[

案]
｢

拾
日｣

の
用
例
は

｢

秦
律
令

(

壹)｣

戍
律�������������

����
簡
に

｢

戍
在
署
、
父
母
妻
死
、
遣
歸
葬
。
告
縣
、
縣
令
拾
日｣

、����������������

簡
に

｢

其
疾
病
有�
・
已
葬
・
劾
已
而
遣
往
拾
日
于
署
、

爲
書
以
告
將
吏
、
所
【
將
】
疾
病
有�
・
已
葬
・
劾
已
而
敢
弗
遣
拾
日
于
署
、
貲
尉
・
尉
史
・
士
吏
主
者
各
二
甲
、
丞
・
令
・
令
史
各
一
甲｣

と
あ

り
、
こ
こ
で
は
葬
儀
参
加
・
疾
病
・
告
発
の
た
め
に
欠
勤
し
た
場
合
、
そ
の
欠
勤
し
た
日
数
を
補
填
す
る
こ
と
を

｢

拾
日｣

と
称
し
て
い
る
。
陳
偉

氏
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の

｢

拾｣

字
を

｢

給｣

字
に
読
み
替
え
る

(

陳
二
〇
一
七
・
一
七
九
頁)

。
徭
役
に
関
係
の
あ
る

｢

給
…
…｣

の
用
例
は

｢

給

邑
中
事

(｢

二
年
律
令｣
徭
律
第
四
〇
七
簡)｣

｢

給
傳
送
事

(

同
徭
律
第
四
一
二
簡)｣

が
あ
り
、
い
ず
れ
も
従
事
す
る
意
。

｢

有
貲
贖
責

(

債)

拾
日
而
身
居｣

の
文
言
は
い
わ
ゆ
る

｢

居
貲
贖
債｣

を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
と
思
し
い
。｢

其
居
縣
官
者｣

に
つ
い
て
、
整

理
小
組
は

｢

居
縣
、
官
者｣
と
断
句
し
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と

｢

官
者｣

は
何
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
。
こ
こ
は

｢

居
縣
官
者｣

と
連
読
す

べ
き
で
あ
る
。｢

居
縣
官｣

は
、｢
二
年
律
令｣

田
律
第
二
五
三
〜
二
五
四
簡
に

｢

馬
・
牛
・
羊
・
〓�
・�
食
人
稼
穡
、
罰
主
金
馬
・
牛
各
一
兩
、

四
〓�
若
十
羊
・�
當
一
牛
、
而
令�喬
稼
償
主
。
縣
官
馬
・
牛
・
羊
、
罰
吏
徒
主
者
。
貧
弗
能
賞

(

償)

者
、
令
居
縣
官｣

と
あ
り
、
債
務
労
働
の

こ
と
。

[

七

]

作
盈
卒�
以
上

[

案]
｢

作｣

は
出
土
文
字
資
料
中
に

｢

作
縣
官

(｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
〇
九
簡)｣

な
ど
と
見
え
、｢

居
官
府｣

と

同
様
、
官
府
労
働
の
こ
と
。
従
っ
て

｢

病
不
能
出
及
作
盈
卒�
以
上
、
爲
除
其
病��(
徭)

、
勿
聶

(

躡)｣

は
、｢(

民
の
う
ち)

病
気
で

｢

徭｣

に
出
ら
れ
な
い
及
び
官
署
で
労
働
を
行
う
こ
と
一
年
以
上
の
者
は
、
そ
の
病
気
に
か
か
っ
た
年
の

｢

徭｣

義
務
を
除
き
、
後
に
繰
り
越
さ
な
い｣

と

い
う
意
味
に
な
る
。

[

八

]�
戍
〜�事
之

[

案]

本
部
分
と
類
似
す
る
記
述
は

｢
二
年
律
令｣

徭
律
第
四
〇
七
簡
に

｢

●

當�(
徭)

戍
而
病
盈
卒�
及�

(�)

、

勿
聶

(

躡)｣

と
あ
り
、
い
ず
れ
も
病
気
及
び

｢�
(�)｣

さ
れ
た
場
合
に
そ
の
期
間
の
徭
戍
を
免
除
す
る
こ
と
に
触
れ
る
が
、｢

二
年
律
令｣

徭

律
は
官
府
労
働
に
就
い
た
場
合
の
規
定
は
見
え
な
い
。

【
参
考
】
類
似
箇
所
の
比
較

本
条

當�(

徭)

戍
、
病
不
能
出
及
作
盈
卒�
以
上
、
爲
除
其
病��(
徭)

、
勿
聶

(
躡)
。
□
□
論�

(�)
、
除�

(�)
日�(
徭)

戍
、

以
出
日�事(

使)

之
。
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｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
〇
七
簡

●

當�(
徭)

戍
而
病
盈
卒�
及�

(�)
、
勿
聶

(

躡)
書
き
下
し
文

●

徭
律
に
曰
く
、
委
輸
・
傳
送
は
、
重
車
、
負
い
て
日
ご
と
に
六
十
里
を
行
き
、
空
車
は
八
十
里
、
徒
行
は
百
里
。｢

其
有
□
□
□
□／
□
而
□
傅

于
計｣

、
徒
を
し
て
善
く
車
を
攻�
せ
し
め
よ
。
牛
に
食
ら
わ
す
も
、
牛
、�
や

せ
れ
ば
、
牛
を
將
い
る
者
、
徭
を
券
す
る
を
得
ず
。
盡
く
隸
臣
妾
・

司
寇
・
居
貲
贖
債
・｢
縣
官
□
之
□
傳
輸
之｣

、
其
れ
急
事
な
ら
ば
、
留
む
可
か
ら
ざ
る
や
、
乃
ち
爲
に
徭
を
興
せ
。
貲
贖
債
有
り
て
日
を
拾
い
て
身

居
し
、
其
れ
縣
官
に
居
す
る
者
は
、
縣
、
即
し
徭
戍
有
ら
ば
、
其
れ
等
し
く
出
だ
す
を
得
る
に
當
り
、
徭
戍
せ
し
め
、
徭
戍
、
已
め
ば
、
輒
ち
復
た

居
せ
し
め
よ
。
徭
戍
に
當
り
、
病
み
て
出
づ
る
能
わ
ず
及
び
作
す
こ
と
卒�
以
上
に
盈
た
ば
、
爲
に
其
の
病
む�
の
徭
を
除
き
、
躡
ぐ
勿
れ
。
□
□

論
じ
て�
せ
ら
れ
ば
、�
が
る
る
日
の
徭
戍
を
除
き
、
出
づ
る
日
を
以
て
之
を
使
え
。

現
代
語
訳

徭
律
に
言
う
。｢

委
輸｣

｢

伝
送｣

で
は
、
荷
物
を
載
せ
た
車
は
一
日
の
移
動
距
離
は
六
〇
里
、
空
車
は
八
〇
里
、
徒
歩
は
一
〇
〇
里
と
せ
よ
。

｢

其
有
□
□
□
□／
□
而
□
傅
于
計｣

、｢

徒｣

に
よ
く
車
を
修
繕
さ
せ
よ
。
牛
に
食
料
を
与
え
て
も
牛
が
痩
せ
た
ら
、
牛
の
管
理
者
の

｢

徭｣

を
券
に

記
録
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
と
ご
と
く
隷
臣
妾
・
司
寇
・
居
貲
贖
債
・｢

縣
官
□
之
□
傳
輸
之｣

、
急
用
で
あ
れ
ば
、
滞
ら
せ
て
は
な
ら
ず
、｢

徭｣

を
徴
発
せ
よ
。
貲
贖
債
が
あ
っ
て
債
務
労
働
に
服
し
、
そ
れ
が
県
官
で

(

労
働
を)

行
っ
て
い
る
場
合
、
県
は
ひ
と
し
く

(

こ
の
者
を)

出
し
て
徭

戍
に
従
事
さ
せ
、
徭
戍
が
終
わ
っ
た
ら
、
再
び
服
役
さ
せ
よ
。
徭
戍
に
当
た
っ
た
者
が
、
病
気
で
従
事
で
き
な
か
っ
た
り
、
官
府
労
働
に
従
事
す
る

こ
と
一
年
以
上
の
者
は
、
そ
の
病
気
に
な
っ
た
年
の

｢

徭｣

を
免
除
し
、(
消
化
し
て
い
な
い
義
務
日
数
を
次
年
度
に)

繰
り
越
し
て
は
な
ら
な
い
。

□
□
に
論
断
さ
れ
て
獄
に
繋
が
れ
た
場
合
、
繋
が
れ
た
日
数
の
徭
戍
を
免
除
し
、
出
獄
し
た
日
か
ら
使
役
せ
よ
。

�����������������������������������

原
文
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�
律
曰
發�
自
不
更
以
下�
戍
自
一
日
以
上
盡
券
書
及
署
于
牒
將
陽
倍
事
者
亦
署
之
不
從
令
及�
不
當��������

券
〓

書
〓

之
貲
郷
嗇
夫
吏
主
者
各
一
甲
丞
令
〓

史
各
一
盾�
多
員
少
員�

計
後
年�
戍
數
發
吏
力
足
以
均�
日��������

盡�
弗
均
郷
嗇
夫
吏
及
令
史
尉
史
主
者
貲
各
二
甲
左�
令
尉
丞�
已
盈
員
弗
請
而
擅
發
者
貲
二
甲
免��������

吏
□�
□
均
僞
爲
其
券
書
以
均
者
貲
二
甲
癈

��������
校
訂
文

�(
徭)

律
曰
、
發�(
徭)

、
自
不
更
以
下�(
徭)

戍
、
自
一
日
以
上
盡
券
書
、
及
署
于
牒

[

一]

、
將
陽
倍

(

背)

事
者
亦
署
之

[

二]

、
不
從
令

及�(
徭)

不
當
券
書
券
書
之
、
貲
郷
嗇
夫
・
吏
主
者
各
一
甲
、
丞
・
令
・
令
史
各
一
盾
。�(

徭)

多
員
少
員

[

三]

、�
(�)

計
後
年
。�

(

徭)

戍
數
發
、
吏
力
足
以
均�(
徭)

日

[

四]

、
盡�
弗
均
、
郷
嗇
夫
・
吏
及
令
史
・
尉
史
主
者
貲
各
二
甲
、
左�

(

遷)
[

五]

。
令
・
尉
・
丞
、�

(

徭)

已
盈
員
弗
請
而
擅
發
者
貲
二
甲
、
免
。
吏

(

？)

□�(
徭)

□
均
、
僞
爲
其
券
書
以
均
者
貲
二
甲
、
癈
。

注
釈

[

一

]

牒

[

案]

本
段
で
は
不
更
以
下
の
徭
戍
を
徴
発
す
る
際
は
券
の
記
録
と
と
も
に

｢

牒｣

へ
の
記
録
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡����
簡
に

｢

興
不
更
以
下
車
牛
各
比
爵
徭

(�)�衰
、
以
二
尺
牒
牒
書
不
更
以
下
當
使
者
・
車
牛
、
人
一
牒
、
上｣

と
あ
り
、

不
更
以
下
の
車
牛
を
徴
発
す
る
際
は
二
尺
の

｢

牒｣

に
記
録
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
本
条
の

｢

牒｣

と
の
関
係
性
に
注
目
さ
れ
る

(

周
二
〇
一
九
・

二
四
頁)

。｢

牒｣

は
こ
れ
ま
で
簡
牘
の
形
態
や
文
書
を
指
す
語

(『

睡
虎
地
秦
墓
竹
簡』

整
理
小
組)

・
簡
冊

(������
二
〇
一
八
・
二
五
九
〜
二
六

三
頁)

・
簡
冊
に
使
わ
れ
る
簡
の
枚
数

(『

張
家
山
漢
墓
竹
簡

[

二
四
七
号
墓]』

整
理
小
組)

・
あ
る
文
書
に
添
付
さ
れ
る
別
の
文
書

(

高
二
〇
〇
八
・

三
六
五
、
四
〇
四
頁)

・
竹
簡
も
し
く
は
文
書
の
量
詞
で
あ
る
と
と
も
に
名
詞
的
用
法
も
有
す
る
語

(

張
・
李
二
〇
一
七
・
一
二
六
〜
一
二
七
頁)

な
ど
と
解
さ
れ
て
き
た
が

(

蘇
二
〇
二
〇
・
一
四
七
〜
一
四
八
頁)

、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
上
で
蘇
俊
林
氏
は
名
詞
と
し
て
の

｢

牒｣

を
二
尺
の
簡

牘
で
作
ら
れ
た
文
書
で
、｢

功
牒｣

｢

奔
牒｣

｢

診
牒｣

な
ど
が
あ
る
と
す
る

(
蘇
二
〇
二
〇
・
一
五
三
頁)

。

[

二

]

將
陽
〜
署
之

[

案]
｢

秦
律
令

(

壹)｣

亡
律��������
簡
に

｢

闌
亡
盈
十
二
月
而
得
、
耐
。
不
盈
十
二
月
爲
將
陽
、�

(

繋)

城
旦
舂｣

と
あ
り
、｢

將
陽｣

は
本
籍
地
か
ら
離
れ
、
そ
の
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
の
こ
と
。
本
条
は

｢

將
陽｣

と

｢

倍

(

背)

事｣

の
二
つ
の
過
失
要
素

を
記
し
て
い
る
が
、｢

封
診
式｣

第
六
七
五
〜
六
七
八
簡

｢

亡
自
出｣

条
に

｢

●

問
之
□
名
事
定
、
以
二
月
丙
子
將
陽
亡
、
三
月
中
逋
築
宮
廿
日
、
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四
年
三
月
丁
未
籍
一
亡
五
月
十
日
、
毋

(

無)

它
坐
、
莫
覆
問｣

と
あ
り
、
男
子
甲
が

｢

將
陽｣

の
結
果
二
〇
日
間
の

｢

築
宮｣

作
業
に
参
加
し
な

か
っ
た
と
あ
る
。
す
る
と

｢

倍

(

背)

事｣

と
は

｢

亡
自
出｣

に
見
え
る
徭
役
不
参
加
を
示
す
か
。

[
三

]

員

[

整
理
小
組]

｢

数｣

の
こ
と
。[

案]
｢

員｣

は

｢

秦
律
十
八
種｣

徭
律
第
一
八
九
〜
一
九
〇
簡
に

｢

縣
爲
恆
事
及�
有
爲�

(

也)

、

吏
程
攻

(
功)

、
贏
員
及
減
員
自
二
日
以
上
、
爲
不
察｣

、｢

二
年
律
令｣

徭
律
第
四
一
六
簡
に

｢

都
吏
及
令
、
丞
時
案
不
如
律
者
論
之
、
而�
上�

(

徭)

員
及
行�(
徭)

數
二
千
石
官｣

と
あ
り
、
徭
役
日
数
の
こ
と

(

工
藤
二
〇
一
八
・
一
七
五
頁)

。

[

四

]�
計
〜�
日

[

整
理
小
組]

｢�｣
に
通
じ
る
。『

広
雅』

釈
古
に

｢�
、
下
也｣

と
あ
る
。｢�

(�)

計
後
年｣

は
、
こ
の
歳
の
計
算

を
後
ろ
倒
し
す
る
こ
と
。｢

二
年
律
令｣

徭
律

(

訳
者
注�
第
四
一
四
簡)

に

｢

戍
有
餘
及
少
者
、�
後
年｣

と
あ
る
。[

案]
｢�

計
後
年�
戍
數

發
吏
力
足
以
均�
日｣
の
断
句
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
は

｢�
(�)
計
後
年
、�(
徭)

戍
數
。
發
吏
力
足
以
均�(

徭)

日｣

と
す
る
が
、
陳

偉
氏
に
よ
り
改
め
た

(

陳
二
〇
一
六)

。
[

五

]

左�
[

整
理
小
組]
官
職
の
降
格
の
こ
と
。[

案]
｢

左
遷｣

の
語
は
官
秩
の
降
格
の
意
と
し
て
伝
世
文
献
に
見
え
、『

漢
書』

巻
一
四
諸

侯
王
表
の
顔
師
古
注
は

｢

漢
時
依
上
古
法
、
朝
廷
之
列
以
右
爲
尊
、
故
謂
降
秩
爲
左
遷
、
仕
諸
侯
爲
左
官
也｣

と
説
明
す
る
。

書
き
下
し
文

徭
律
に
曰
く
、
徭
を
發
す
る
に
、
不
更
自
り
以
下
の
徭
戍
は
、
一
日
自
り
以
上
は
盡
く
券
書
し
、
及
び
牒
に
署
し
、
將
陽
し
て
事
に
背
く
者
も
亦

た
之
に
署
し
、
令
に
從
わ
ず
、
及
び
徭
の
券
書
す
る
に
當
ら
ず
し
て
之
に
券
書
せ
ば
、
郷
嗇
夫
・
吏
の
主
者
を
貲
す
る
こ
と
各
〃
一
甲
、
丞
・
令
・

令
史
は
各
〃
一
盾
。
徭
の
多
員
・
少
員
は
、
計
を
後
年
に�
せ
。
徭
戍
の
數
、
發
せ
ら
る
に
、
吏
、
力
足
る
に
徭
日
を
均
く
す
る
を
以
て
し
、�
を

盡
く
し
て
均
か
ら
ず
ん
ば
、
郷
嗇
夫
・
吏
及
び
令
史
・
尉
史
の
主
者
は
貲
各
〃
二
甲
、
左
遷
。
令
・
尉
・
丞
、
徭
、
已
に
員
に
盈
つ
る
も
請
わ
ず
し

て
擅
に
發
す
る
者
は
貲
二
甲
、
免
ず
。｢

吏
□�(
徭)

□
均｣

、
僞
り
て
其
の
券
書
を
爲
り
て
以
て
均
く
す
る
者
は
貲
二
甲
、
癈
。

現
代
語
訳

徭
律
に
言
う
、｢

徭｣

を
実
行
す
る
場
合
、
不
更
以
下
の
者
の
徭
戍
は
、
一
日
以
上
の
労
働
は
全
て
券
に
記
録
し
、
ま
た
牒
に
も
記
録
し
、
逃
亡

し
て

(

徭
役
に)

服
さ
な
か
っ
た
者
も
ま
た
牒
に
記
録
し
、
令
に
従
わ
な
か
っ
た
り

｢

徭｣
を
券
に
記
録
す
る
の
に
当
た
ら
な
い
の
に
記
録
し
た
ら
、

郷
嗇
夫
・
吏
の
責
任
者
は
各
〃
貲
一
甲
、
丞
・
令
・
令
史
は
各
〃
貲
一
盾
。｢

徭｣

の
日
数
が
多
か
っ
た
り
少
な
か
っ
た
り
し
た
ら
、
そ
の
合
計
を
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後
の
年
に
後
ろ
倒
し
せ
よ
。｢

徭
戍
の
数

(

日
数
？)｣

が
発
せ
ら
れ
た
ら
、
吏
は

(

徭
役
に)

十
分
に
足
り
る
よ
う
に
徭
役
の
日
数
を
均
等
に
割
り

振
り
、
年
度
が
終
わ
る
ま
で
に
均
等
に
で
き
な
け
れ
ば
、
郷
嗇
夫
・
吏
及
び
令
史
・
尉
史
の
責
任
者
は
各
〃
貲
二
甲
の
う
え
降
格
と
せ
よ
。
令
・
尉
・

丞
が

｢
徭｣

が
す
で
に
必
要
十
分
で
あ
る
の
に

(

ま
た)

請
求
せ
ず
に
勝
手
に
実
行
し
た
場
合
は
、
貲
二
甲
の
う
え
免
職
と
せ
よ
。｢

吏
□
徭
□
均｣

、

偽
っ
て
そ
の
券
書
を
作
っ
て

(

徭
役
日
数
を)

均
等
に
し
た
も
の
は
、
貲
二
甲
の
う
え
廃
官
と
せ
よ
。

[

附
記]

前
稿
脱
稿
後
、
京
都
大
学

｢

秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究｣

班

｢

岳
麓
書
院
蔵
簡
《
秦
律
令

(

壹)

》
訳
注
稿

そ
の

(

二)｣

を
得
た
。

そ
こ
で
は��������������������������
の

｢

奴
苑｣

を
龍
崗
秦
簡
や

｢

為
吏
治
官
及
黔
首｣

に
見
え
る

｢

駑
苑｣

に
比
定
し
て
い
る
。
前
稿
で
こ

れ
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
筆
者
の
見
落
と
し
で
あ
り
、
確
か
に

｢

奴
苑｣

は
京
大
班
の
指
摘
す
る
通
り

｢

駑
苑｣

で
あ
ろ
う
。
す
る
と

｢

漸

(

塹)

奴

(

駑)

苑｣

を
い
か
に
解
す
か
が
問
題
と
な
る
。
京
大
班
は

｢

駑
苑

(

農
耕
馬
等
を
飼
う
牧
場)

に
溝
を
掘
る｣

と
解
し
て
い
る
が
、｢

駑
苑｣

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
施
設
か
、｢
漸

(
塹)｣

を

｢

溝
を
掘
る｣

と
解
す
べ
き
か
ど
う
か
は
今
後
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

参
考
文
献

高
一
九
八
一

高
敏

『

雲
夢
秦
簡
初
探

(

増
訂
本)』

(

河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
初
版
一
九
七
九
年)

石
岡
一
九
九
七

石
岡
浩

｢

秦
時
代
の
刑
罰
減
免
を
め
ぐ
っ
て
―
睡
虎
地
秦
簡
に
見
え
る

｢

居
官
府｣

の
分
析
か
ら
―｣

(『

史
滴』

二
二
、
一
九

九
七
年)

柿
沼
二
〇
〇
六

柿
沼
陽
平

｢

張
家
山
第
二
七
四
号
漢
墓
竹
簡
訳
注

(

四)

銭
律
訳
注｣

(『

長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報』

四
、
二
〇
〇
六
年)

高
二
〇
〇
八

高
恒

｢《

奏�獻
書
》
注
釈｣

(

同

『

秦
漢
簡
牘
中
法
制
文
書
輯
考』

、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年)

宮
宅
二
〇
〇
九

宮
宅
潔

『

中
国
古
代
刑
制
史
の
研
究』

(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年)

楊
二
〇
一
五

楊
振
紅

｢

従
秦

〝

邦〞
〝

内
史〞

的
演
変
看
戦
国
秦
漢
時
期
郡
県
制
的
発
展｣

(

同

『

出
土
簡
牘
与
秦
漢
社
会

(

続
編)』

、
広
西

師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
五
年)

陳
二
〇
一
五

陳
松
長

｢

岳
麓
秦
簡
中
的
幾
個
官
名
考
略｣

(『

湖
南
大
学
学
報

(
社
会
哲
学
版)』

、
二
九‒

三
、
二
〇
一
五
年)

朱
二
〇
一
六

朱
徳
貴

｢

岳
麓
秦
簡
所
見

〝

徭〞

制
問
題
分
析
―
兼
論

〝

奴
徭〞

和

〝

吏
徭〞｣

(『

江
西
師
範
大
学
学
報

(

哲
学
社
会
科
学
版)』

、
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二
〇
一
六
年
第
四
期)

。

陳
二
〇
一
六

陳
偉

｢

岳
麓
秦
簡
肆
校
商

(

三)｣
(

簡
帛
網
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
九
日
、������������������������������������������

����
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
三
日
閲
覧)

王
偉
二
〇
一
七

王
偉

｢

秦
守
官
、
仮
官
制
度
綜
考｣

(『

簡
帛
研
究

二
〇
一
六
秋
冬
卷』

、
二
〇
一
七
年)

張
・
李
二
〇
一
七

張
顕
成
・
李
建
平

『

簡
帛
量
詞
研
究』

(

中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年)

彭
二
〇
一
七

彭
浩

｢

談
《
岳
麓
書
院
藏
秦
簡

(

肆)

》
中
的

〝

執
法〞｣

(『

出
土
文
献
与
法
律
史
研
究』

六
、
二
〇
一
七
年)

陳
二
〇
一
七

陳
偉

『

秦
簡
牘
校
読
及
所
見
制
度
考
察』

(

武
漢
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年)

王
捷
二
〇
一
七

王
捷

｢
秦
監
察
官

〝

執
法〞

的
歴
史
啓
示｣
(『

環
球
法
律
評
論』

、
二
〇
一
七
年
第
二
期)

土
口
二
〇
一
七

土
口
史
記

｢
岳
麓
秦
簡

｢

執
法｣

考｣
(『

東
方
学
報

京
都』

九
二
、
二
〇
一
七
年)

������
二
〇
一
八������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������
(����)������������

京
大
二
〇
一
八

京
都
大
学

｢

秦
代
出
土
文
字
史
料
の
研
究｣

班

｢

岳
麓
書
院
蔵
簡
《
秦
律
令

(

壹)

》
訳
注
稿

そ
の

(

二)｣
(『

東
方
学
報

京
都』

九
三
、
二
〇
一
八
年)

宮
宅
二
〇
一
九

宮
宅
潔

｢

秦
代
徭
役
・
兵
役
制
度
の
再
検
討｣

(『

東
方
学
報

京
都』

九
四
、
二
〇
一
九
年)

王
二
〇
一
九

王
四
維

｢

秦
郡

〝

執
法〞

考

兼
論
秦
郡
制
的
発
展｣

(『

社
会
科
学』

、
二
〇
一
九
年
第
一
一
期)

周
二
〇
一
九

周
海
鋒

｢

岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
〈
徭
律
〉
研
究｣

(『

簡
牘
学
研
究』

第
八
輯
、
二
〇
一
九
年)

蘇
二
〇
二
〇

蘇
俊
林

｢

秦
簡
牘
中

〝

牒〞

字
的
使
用
与
含
義｣

(『

簡
帛』

第
二
〇
輯
、
二
〇
二
〇
年)

(

北
京
師
範
大
学
史
学
研
究
中
心
博
士
後)
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